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１　令和８年度　消防局所管予算（案）総括表

【一般会計】 (単位：千円、％)

増減額
Ａ－Ｂ

増減率
Ａ／Ｂ

消防局　合計 5,823,177 5,843,100 △ 19,923 99.7

5,823,177 5,843,100 △ 19,923 99.7

5,823,177 5,843,100 △ 19,923 99.7

(目１)常備消防費 4,376,524 4,140,413 236,111 105.7

(目２)非常備消防費 326,446 328,391 △ 1,945 99.4

(目３)消防施設費 1,120,207 1,374,296 △ 254,089 81.5

(項１) 消 防 費

区分 対前年度比較

予算科目(款･項･目）

(款９) 消 防 費

令和８年度
当初予算（案）

Ａ

令和７年度
当初予算

Ｂ
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【職員研修費】

２ 救急高度化整備事業について

［消防局総務課］

(1) 予算額 ６，８３９千円

財源内訳 一般財源 ６，８３９千円

(2) 事業目的

傷病者の救命効果の向上を目的とした救急高度化整備事業の一環とし

て、救急救命士の養成を進めるもの。

(3) 事業内容

国が定める「消防力の整備指針」の基準を参考とし、救急自動車 1 台

に救急救命士が常時 1 名以上乗車できるよう計画的に養成している。

今後とも市民の負託に応えるため、継続的に職員を救急救命士養成所

へ約 6 か月間派遣し、国家資格である救急救命士の資格を取得させるも

の。

(4) 養成経過及び予定

年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度

養成人員 3 3 3 3 3

2



【消防活動費】

３ 119 番映像通報システム導入事業について（新規）

［消防局通信指令課］

(1) 予算額 ２，４５３千円

財源内訳 国庫補助 １，２２６千円

市債 １，０００千円

一般財源 ２２７千円

(2) 事業目的

このシステムは、119 番通報時に通報者が音声に加えて現場映像を送

信することで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を通信指令室で把

握することが可能となる。

また、通信指令室から通報者に応急手当の動画を送信することで、音

声による口頭指導に加え、動画を確認しながら応急手当を実施すること

が可能となる。

このシステムを導入することにより、効果的な消防・救急活動が可能

となるほか、救命効果の向上を図る。

(3) 事業内容

119 番映像通報システムの機能構築及び運用するための端末を導入し、

指令台に配備する。

(4) その他（使用イメージ）

通信指令室災害現場

③通報者は届いた

メッセージの URL から

WEB に接続

②消防から通報者へ SMS を送信

④ビデオ通話

①通報者が消防へ 119 番通報

⑤動画の送信

3



【分団運営活動費】

４ 消防団活性化事業について

［消防局総務課］

(1) 予算額 ６，２３９千円

財源内訳 県補助 １，０００千円

手数料 ２，８００千円

一般財源 ２，４３９千円

(2) 事業目的

ア 平成 20 年度から平成 22 年度で整備した消防団員活動服の経年劣

化が著しいため、消防団員の災害現場活動の充実と安全確保を図る

ため、消防団員活動服を更新するもの。

イ 近年の夏季の猛暑に対応するため、女性消防団員の夏上衣（夏用

の制服）について、現在、長袖のみ貸与しているが、活動中の熱中

症を予防するため、半袖を整備し、消防団活動の充実と安全確保を

図るもの。

(3) 事業内容

ア 5 か年で消防団員活動服を全団員に整備。（5 か年計画の 5 年目）

イ 女性消防団員に半袖の夏上衣を整備。

消防団員活動服 女性消防団員夏上衣（半袖）
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【分団運営活動費】

５ 機能別学生団員確保事業について（新規）

［消防局総務課］

(1) 予算額 ２，９８０千円

財源内訳 国庫支出金 ２，９８０千円

(2) 事業目的

消防団員の確保対策の一環として、市内の看護学生を対象に機能別学

生団員を確保するもの。

(3) 事業内容

大規模災害時の避難所での応急救護活動や、平常時での救急講習のほ

か、消防が実施する各種イベントにおいて、看護学生が持つ知識やスキ

ルなどの特技を生かした普及啓発活動を行うもの。

(4) イメージ
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【消防車両等整備事業費】

６ 災害対応用資機材等の整備事業について

［消防局警防課］

(1) 予算額 ３３７，２３４千円

財源内訳 市債 ２０３，４００千円

負担金 １３１，３７４千円

一般財源 ２，４６０千円

(2) 事業目的

消防艇の建造（2 年目）を行うもの。

(3) 事業内容

ア 消防艇建造（2 年目）

イ 消防艇就航式や資格取得等の運航に係る事業

(4) イメージ

消防艇 消防艇就航式
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【消防車両等整備事業費】

７ 消防車両等購入整備事業について

［消防局警防課］

(1) 予算額 １６５，７２８千円

財源内訳 国庫補助 １３，０７６千円

市債 １４２，６００千円

一般財源 １０，０５２千円

(2) 事業目的

長年の使用により老朽化している消防車両等を更新整備するもの。

(3) 事業内容

ア 常備消防車両 3 台の更新整備

・高規格救急自動車 3 台

（富山消防署・大山消防署・大山消防署小見分遣所）

イ 非常備消防車両 3 台の更新整備

・消防ポンプ自動車 3 台

（萩浦・水橋中部・仁歩各分団）

(4) イメージ

高規格救急自動車 消防ポンプ自動車
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【消防施設整備事業費】

×８ 富山消防署北部出張所改築事業について

［消防局総務課］×

××(1) 予算額 ３６５，８０１千円

財源内訳 市債 ２７４，１００千円

一般財源 ９１，７０１千円

××(2) 事業目的

富山消防署北部出張所は、築 46 年が経過し（昭和 55 年 3 月建築）老

朽化が著しいことから改築し、防災拠点としての機能の向上を図る。

××(3) 事業内容

令和 7 年度に引き続き、改築工事（2 年目）を行うもの。

××(4) 配置図

〈北部出張所 建物概要〉

S造 2階建て 延べ面積 797.88 ㎡

1階
事務所 研修室 車庫 機工場

男子・女子トイレなど

2階 食堂 個室仮眠室など

〈事業スケジュール〉

R5年度 R6 年度 R7～9年度

基本設計
実施設計

解体設計含む

改築工事

解体工事

北部出張所 新庁舎

北部出張所 既存庁舎

北部出張所
（富山市上飯野 28 番 2）

〈付近見取図〉
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××(5) 完成予想図

××(6) 平面図

屋外機置場

洗
濯
室

食堂

仮
眠
室

仮
眠
室

事務室

防火衣

乾燥室 研修室

出
動
準
備
室

資
機
材
倉
庫
２

消
毒
室

資
機
材
倉
庫
１

書庫

倉庫
油庫

ト
イ
レ

車庫１

車庫２ 打合せコーナー

２階平面図

１階平面図

機工場
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【消防施設整備事業費】

９ 分団器具置場の改築事業について

［消防局総務課］

(1) 予算額 １１８，４９７千円

財源内訳 市債 １１６，４００千円

一般財源 ２，０９７千円

(2) 事業目的

老朽化した消防分団器具置場を計画的に改築整備し、地域防災拠点機

能の充実を図るとともに、地域に密着した消防団づくりの一助とするも

の。

(3) 事業内容

ア 大沢野方面団船峅分団（中部・南部）改築事業

船峅分団（中部）（昭和 55 年 10 月建築 築 45 年）

船峅分団（南部）（昭和 57 年 11 月建築 築 43 年）

工事請負費（建設費・解体費） 104,790 千円

設計意図伝達業務 1,140 千円

仮分団器具置場に係る費用 487 千円

庁用器具費 200 千円

計 106,617 千円

付近見取図

平面図

船峅分団(中部･南部)器具置場

車庫

研修室・待機室

物入

物入
玄関

洗面

トイレ

湯沸室
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イ 北部方面団萩浦分団改築事業（昭和 55 年 3 月建築 築 46 年）

改築工事実施設計業務 3,520 千円

改築工事地質調査業務 6,800 千円

解体工事実施設計業務 1,560 千円

計 11,880 千円

付近見取図

平面図(案)

萩浦分団器具置場(現況)

トイレ

玄関・湯沸室

研修室・待機室

物入

萩浦小学校
富山北警察署

萩浦保育園

大広田駅

車庫

富山北消防署敷地内へ(移転先)
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10 富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例制定の件

［消防局総務課］

(1) 改正理由

一般職の職員の給与に関する法律別表第４イ公安職俸給表（一）が改定される

ことや、給与法第11条における扶養手当の規定の改正による経過措置が令和8年

3月31日に終了することに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め

る政令で定める非常勤消防団員等及び、消防作業従事者等の損害補償に係る補償

基礎額と扶養に係る補償基礎額の加算額について改正されることから、富山市消

防団員等公務災害補償条例の一部を改正するもの。

(2) 改正内容

ア 第５条第２項第１号関係及び別表

非常勤消防団員及び非常勤水防団員の補償基礎額を下表のとおりとする。

※下線部分は改正後、括弧内書きは現行の補償基礎額。

イ 第５条第２項第２号関係

消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,700円から10,000円に、最高

額を14,500円から15,000円に引き上げる。

ウ 第５条第３項関係

非常勤消防団員等の扶養に係る補償基礎額の加算額を下表のとおりとする。

※下線部分は改正後、括弧内書きは現行の号又は加算額。

(3) 施行期日

令和８年４月１日

階級

勤務年数

(円)

10年未満

(円)

10年以上20年未満

(円)

20年以上

団長及び副団長 13,340 (12,900) 14,170 (13,700) 15,000 (14,500)

分団長及び副分団長 11,670 (11,300) 12,500 (12,100) 13,340 (12,900)

部長、班長及び団員 10,000 ( 9,700) 10,840 (10,500) 11,670 (11,300)

令第2号第3項
における号

廃止
（第1号）

第1号
（第2号）

第2号
（第3号）

第3号
（第4号）

第4号
（第5号）

第5号
（第6号）

区分

配偶者
(婚姻の届
出をしない
が、事実上
婚姻関係と
同様の事情
にあるもの
を含む。)

22 歳に達
する日以後
の最初の 3
月 31 日ま
での間にあ
る子

22 歳に達
する日以後
の最初の 3
月 31 日ま
での間にあ
る孫

60 歳以上
の父母及び
祖父母

22 歳に達
する日以後
の最初の 3
月 31 日ま
での間にあ
る弟妹

重度心身障
害者

(円)
加算額(日額)

廃止(100) 433(383) 217
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